
学校管理職を含む新しい時代の教職員集団
の在り方の基本的考え方
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教師・教職員集団の持続的な成長に向けて、急激な変化に対応できるための教
師の「学び」が組織的に行われるような環境づくりが求められる。

その際、学校における働き方改革や業務改善、協働性・心理的安全性を確保した
職場環境づくりにより、学ぶための資源である、「学ぶ時間」や「学ぶマインド」を確
保していくことを大前提に、教師が「経験を振り返ることを基礎とした学び」と「他者
との対話から得られる学び」が重要な役割を果たすと考えられる。

「経験を振り返ることを基礎とした学び」は、OJTや校内研修、授業などの学校現
場での学びであり、教師の持続的成長の中核となるものである。

「他者との対話から得られる学び」は、教師の同僚性を生かした校内研修や授業
研究などの教師同士の学び合いと、学校管理職やリーダーとの面談等によって、
客観的なコメントや助言、気づきなどから得られるものである。

経験を振り返ることを基礎とした学び と
他者との対話から得られる学び

新たな時代における教師・教職員集団の持続的な成長の在り方
―前回特別部会の審議のポイント①―
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自律した研修組織としての学校の在り方
（学び合いのコミュニティ・同僚性）

校外講習の受講や自己研鑽を含めた教師個人の研修と、校内研修などの学校
（教職員集団）全体の機能強化・充実が、有機的に組み合わさることで、学校
の教育力向上が図られる。

大量退職に伴う大量採用期を経て全国的に教員組織の若返りが進む中、校内
研修や授業研究などの日常的かつ組織的な学びの場の重要性はさらに高まって
いる。

こうした学校自体を、教師の学びのコミュニティと捉えて、自律的な研修組織とし
て機能させていくことが重要であり、その推進役となる学校管理職やリーダーの果
たす役割が大きい。

教師が学校組織で働く中で、自らが成長実感をもって、学校教育活動に当たるこ
とが重要である。

新たな時代における教師・教職員集団の持続的な成長の在り方
―前回特別部会の審議のポイント②―



教師の持続的な成長を支える環境の在り方
―目指すべき姿①―
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教職員同士のプラスの相互作用を促す校内文化の醸成

経験を振り返ることを基礎とした学びを実効性あるものにするためには、メンター
チームを活用するなどして、日常的な支援・助言を受けつつ、経験的な学びを持続
的に蓄積できる環境づくりが重要である。

そのためには、職場における協働性・心理的安全性を確保しつつ、学校の内外環
境を教職員間で共有化した上で、校内研修等の学び合い、対話を通じた課題解
決など、教職員同士の関わり合いを軸に、自らの学校が直面している教育課題を
克服しようとする校内文化の醸成が鍵と言えるのではないか。

その校内文化の醸成にあたっては、学校管理職やミドルリーダーを中心に、人と人
の織り成す相互作用を、プラスの方向に向かって促していくファシリテーション能力
が求められると言えるのではないか。
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ファシリテーションとは、集団が持つ知的相互作用を促進する働き。人が本来もって
いた力を引き出し、相互にかけ合わせることで増幅し、集団の力を最大限に高めてい
く。
相互作用は、プラスにもマイナスにも働く。プラス効果を高めるように促しつつ、マイナ

ス効果を抑え込んでいくことが、ファシリテーターの役割。

学校という場で舵取りする相互作用：
①子供と子供の相互作用
②子供と教師の相互作用
…授業はまさに子供と教師の協働作業でできあがる。
③教師同士の相互作用
… 学校は大人の「学び合い」の場。鍵となるのが「この場で誰に何を言っても受け

入れてくれる」という感覚をみんなで共有している「心理的安全性」。
… 普段のコミュニケーションがポイント。特に、リーダーやベテランが率先して取り組

むことが大切。

出典）日本ファシリテーション協会フェロー堀公俊「ファシリテーション概論」（筑波大学附属小学校 一般社団法人初等教育研究会「教育研究」
令和３年６月号収録）を基に作成

（参考）ファシリテーションについて
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個々の教師の強みを生かしたキャリアパスを実現する上では、様々な能力や適性
をもつ教職員集団が、その相互作用により、集団としての力を最大限発揮するよ
うにしていく必要がある。

その点、校務をつかさどる校長のリーダーシップの下、教頭・副校長、主幹教諭等
がそれを補佐し、任された範囲においてそれぞれがリーダーシップを発揮しつつも、
学校を支える全ての教師が、学校教育活動にそれぞれの強みや適性等を生かすこ
とが期待され、その意味において、校長を含めた管理職その他の職場の上司は、
強み等を背景に特定分野の学校教育活動を牽引する教師に対して、時にフォロ
ワーシップを発揮することも重要ではないか。

このような学校組織を実現していくためには、それぞれの強みを伸ばし、自律的な
成長を促す環境づくりが求められる。OJTなどの日常的な学び、経験的な学びが
重要であることはもちろん、自発的な研修ニーズに動機づけられたOff-JTの機会
充実も重要である。

それぞれの強みを伸ばし、自律的な成長を促す環境づくり

教師の持続的な成長を支える環境の在り方
―目指すべき姿②―
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
―制度の現状―

学校管理職、特に校長に求められる資質能力については、公立学校では、校長も
教員育成指標（教育公務員特例法第22条の３：校長及び教員としての資質
の向上に関する指標）の対象となっていることから、多くの都道府県教育委員会
等において、教諭等とは別に、校長の教員育成指標が策定されている。

教員育成指標の参酌指針である文部科学省告示（大臣指針）では、校長固
有の資質能力として、「的確な判断力、決断力、交渉力、危機管理を含む組織の
マネジメント力」を挙げている。

とりわけ、校務をつかさどる校長は、学校組織のリーダーとして、教員の人材育成
について、大きな責任と役割を担っており、教員の自律的な成長を促すべき存在で
ある。また、校長は教育者としての資質のほか、的確な判断力、決断力、交渉力、
危機管理を含む組織のマネジメント力が求められるものである。こうしたことを踏
まえ、校長については、個別の指標を策定することを検討するなど他の職とは明確
に区別できるよう留意する必要がある。

（参考）公立の小学校等の校長及び教員としての資質の向上に関する指標の策定に関する指針
（平成29年文部科学省告示第55号）（抜粋）

学校管理職の在り方について
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
―制度の現状を踏まえた論点の提案―

教師に求められる資質能力の再定義とも関連して、学校組織のリーダーであり、
校務をつかさどる「校長」に求められる資質能力についても、教職の延長線上の
キャリアステージというだけではなく、「校長」という別の職であることを再認識した
上で、具体的に明らかにしてはどうか。

その上で、特別部会における議論を踏まえて明らかにされた新たな時代における校
長に求められる役割や資質能力について、校長の教員育成指標の策定に当たり
参酌することとなる大臣指針において、盛り込むこととしてはどうか。

その際、各任命権者は、校長の選考にあたり、面接等を含む選考試験を実施して
いることが一般的であるが、その選考基準と校長の教員育成指標との整合性の
確保についても上述の指針に記載することとしてはどうか。

また、そのような校長等の管理職あるいはその候補者の養成についても、教職員
支援機構が実施する教職員等中央研修の機能強化、教職大学院・民間企業等
との連携、教育行政や複数の学校種など多様な学校における勤務経験との関係
などに留意しつつ、検討を深めてはどうか。

学校管理職の在り方について
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力 ― これまでの整理の振り返り ―
「学校組織マネジメント研修 モデル・カリキュラム」においては、以下の通り管理職の役割
が示されている。これを基礎としながら、今日の学校教育を巡る状況も踏まえ、校長の役
割と必要な資質能力を再整理してはどうか。

管理職に期待される４つの役割 校長に期待される具体的な役割行動（例示）

●基本姿勢
使命感と責任感

「教育者としての使命感」をベースに持
ち、学校に期待される目的・目標を達成
する「学校経営の責任者」としての役割。

・教育者として熱意と姿勢を一貫して保つ
・成果や活動に対する結果責任を負う
・学校の動き、自分の行動について説明責任を持つ（特に外部に対して）
・人（児童、生徒、教職員）に対する関心と愛情を持つ

学校ビジョン構築 学校教育目標の実現に向けて、学校の中
期・短期（年度）双方の視点から、取り
組むべき重点事項を明確にし、実現のシ
ナリオを描く役割。

・学校の中期的なビジョンを具体的に描く
・特色ある学校づくりの方向性を示す
・学校の置かれた状況を多面的に把握し、教職員に発信する
・教育成果の向上に向けた、リスクを恐れないビジョンを構築する

環境づくり 学校教育目標の実現に向けて、学校内外
の「人的資源」「物的資源」「資金的資
源」「情報的資源」「ネットワーク資
源」を最も効果的に活かすため、学校の
組織づくりや環境整備をする役割。

・学校での教育成果をあげるための担任・校務等の組織づくりをする
・教職員の自律性や創意工夫を生かす仕組みをつくる
・部会、委員会、校務の各部やチームの役割を明確にする
・教頭との率直な議論により、学校全体の運営を検討する
・教職員とのコミュニケーションを図り、お互いの意思疎通を図る

人材育成 学校の各種活動を通じて、自らと教職員
の能力を向上させ、人としての成長を促
進させる役割。

・教職員の能力向上のための機会としくみをつくる
・適宜、配慮ある指導アドバイスをする
・教育者としての姿勢について体現することによって指導する（校長のうしろ姿を
見せる）
・教職員に対するメンタルヘルスにも配慮する
・教頭を将来の校長として育成する

外部折衝 学校の各種活動を効果的・効率的に進め
るため、学校外部に理解を求め、外部と
の協働ネットワークを築く役割。

・学校教育の課題解決に向け、教育委員会と連携して取り組む
・地域住民や保護者に対して､学校の方針などのメッセージを発信する
・自校の課題に応じて他校などの情報を収集し、取捨選択の上で、学校運営に生か
す
・外部とのさまざまな調整の最終責任者として自覚する

文部科学省マネジメント研修カリキュラム等開発会議「学校組織マネジメント研修―これからの校長・教頭等のために― （モデル・カリ
キュラム）」（平成16年3月）を基に作成

学校管理職の在り方について
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力 ― 最近の動き ―
都道府県教育委員会等が定める学校管理職の教員育成指標の多くで、特に以下の事項等が共
通して求められている。

学校の置かれた状況や教育課題の把握と明確な経営ビジョンの提示、それらを踏まえたカリ
キュラム・マネジメントの実施
目標達成に向けた適切な校務分掌の設定など組織体制の整備
地域や家庭、関係機関との連携のためのコミュニケーション
危機管理体制の構築
良好な職場環境の確保・業務改善の推進
適切な人事評価や指導・助言、研修やOJTの推進を通じた人材育成
管理職としての責任感、向上心等
国や県、市町村の教育施策の理解

近年の中央教育審議会の答申などにおいては、特に以下について学校管理職に必要な資質として
指摘されているところである。

支援スタッフ、事務職員など多様な人材の一層の活用や、教員の業務分担・組織体制の見
直し、ミドルリーダーとなる教員の活躍の促進等により学校における働き方改革を進める学校
組織マネジメントの能力
教職員のみならず地域住民や保護者等ともビジョンを共有し、彼らの力を学校運営に生かし、
地域との連携・協働を推進していく意識と能力

また、今般の新型コロナウイルス感染症を受けた子供たちの学びの保障においては、教育委員会
の支援の下での、学校の自主的・自立的な取組が重要であったことが指摘されており、危機的な
状況における管理職のリーダーシップの重要性が再確認された。

学校管理職の在り方について
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力 ― 最近の動きを踏まえた再整理 ―

都道府県等の教員育成指標や近年の中教審答申等も踏まえると、学校管理職
に求められる基本的な役割は、以下の通り整理できるのではないか。

・業務改善
・多様な人材を含めた組織体制の整備
・人材育成
・カリキュラムマネジメント
・危機管理体制の構築 等

・経営方針等の地域や家庭への情報発信
・地域や家庭の学校運営への参画の促進
・関係機関との連携 等

１．学校経営方針の提示
学校の置かれた状況を分析すること

で、学校の教育課題を明らかにするとと
もに、国や県、市町村の教育施策も踏ま
え、学校運営の基本方針を定める。

３．学校外とのコミュニケーション２．組織づくり

学校管理職の在り方について
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令和答申で示された教師・教職員集団の在り方
今回、令和答申において示された教師・教職員組織の在り方を踏まえ、学校管理
職に求められる資質能力を改めて議論してはどうか。

2020年代を通じて実現すべき「令和の日本型学校教育」の姿
【教職員の姿】
• 教師が技術の発達や新たなニーズなど学校教育を取り巻く環境の変化を前向きに受け止め、教職生涯を通じて探究心を持ちつつ自律的かつ継続

的に新しい知識・技能を学び続け、子供一人一人の学びを最大限に引き出す教師としての役割を果たしている。その際、子供の主体的な学びを支
援する伴走者としての能力も備えている。

• 教員養成、採用、免許制度も含めた方策を通じ、多様な人材の教育界内外からの確保や教師の資質・能力の向上により、質の高い教職員集団が
実現されるとともに、教師と、総務・財務等に通じる専門職である事務職員、それぞれの分野や組織運営等に専門性を有する多様な外部人材や専
門スタッフ等とがチームとなり、個々の教職員がチームの一員として組織的・協働的に取り組む力を発揮しつつ、校長のリーダーシップの下、家庭や
地域社会と連携しながら、共通の学校教育目標に向かって学校が運営されている。

• さらに、学校における働き方改革の実現や教職の魅力発信、新時代の学びを支える環境整備により、教師が創造的で魅力ある仕事であることが再認
識され、教師を目指そうとする者が増加し、教師自身も志気を高め、誇りを持って働くことができている。

Society5.0時代における教師及び教職員組織の在り方
【基本的な考え方】
• 教師に求められる資質・能力は、これまでの答申等においても繰り返し提言されてきたところであり、例えば、使命感や責任感、教育的愛情、教科や教

職に関する専門的知識、実践的指導力、総合的人間力、コミュニケーション能力、ファシリテーション能力などが挙げられている。
• AIやロボティクス、ビッグデータ、IoTといった技術が発展したSociety5.0時代の到来に対応し、教師の情報活用能力、データリテラシーの向上が一層重

要となってくると考えられる。
• 教師や学校は、変化を前向きに受け止め、求められる知識・技能を意識し、継続的に新しい知識・技能を学び続けていくことが必要であり、教職大

学院が新たな教育課題や最新の教育改革の動向に対応できる実践力を育成する役割を担うことも大いに期待される。
• 多様な知識・経験を持つ人材との連携を強化し、そういった人材を取り込むことで、社会のニーズに対応しつつ、高い教育力を持つ組織となることが

必要である。

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して
～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適な学びと，協働的な学びの実現～（答申）

（令和3年1月26日 中央教育審議会）

学校管理職の在り方について
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 「令和の日本型学校教育」において特に求められる能力 ―

令和答申においては、望ましい教師・教職員組織の在り方として、学校教育を
取り巻く社会の変化を前向きに受け止め、継続的に新しい知識・技能を学び
続けていくこと、また、多様な知識・経験を持つ人材との連携を強化し、そう
いった人材を取り込んでいくことが示された。

その実現のため学校管理職には特に、目指すべき学校運営の方向性を示すた
め学校の状況や課題を適切に把握する（学校組織のアセスメント（※））
能力と、学校内外の関係者の相互作用により学校の教育力を最大化していく
ファシリテーション能力が求められるのではないか。

※「アセスメント」という用語は、例えば児童生徒への教育相談の文脈では、次のように説明されている。
「解決すべき問題や課題のある事例（事象）の家族や地域、関係者などの情報から、なぜそのような状

態に至ったのか、児童生徒の示す行動の背景や要因を、情報を収集して系統的に分析し、明らかにしようと
するものである。」

（「生徒指導提要」、文部科学省、平成22年）

学校管理職の在り方について
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教師・教職員組織の在り方
（令和答申） 実現のための条件

学校教育を取り巻く社会の
変化を前向きに受け止め、
継続的に新しい知識・技能
を学び続けていく

・社会の変化等を踏まえて新たに
学ぶべき知識・技能の方向性の
提示

・教師同士の学び合いを促進する
風土の醸成

・教師が安心して職能開発できる
環境の整備 等

多様な知識・経験を持つ人
材との連携を強化し、そう
いった人材を取り込んでいく

・様々な支援スタッフも含めた多様
な人材の学校組織内での配置

・多様な背景、経験、専門性等を
有する人材が連携協働する体制
の構築

・学校運営協議会の活用も含め
た、学校運営の持続的改善に向
けた家庭や地域、関係機関との
協働体制の構築 等

学校管理職に求められる能力

【アセスメント能力】
・学校経営方針の策定に向けて、学校教育活
動に関わる様々なデータや学校が置かれている
内外環境に関する情報（自らの学校の強み・
弱み、昨今の学校教育を取り巻く課題など）
について、収集・整理・分析して教職員間や学
校運営協議会で共有

・適切な状況・課題把握を踏まえ、新たに取り入
れるべき知識や技能に関する教職員間での認
識の共有 等

【ファシリテーション能力】
・多様な背景、経験、専門性等を有する教職
員が円滑にコミュニケーションを取れる心理的
安全性の確保

・学校運営協議会などの学校・家庭・地域等の
関係者間の協議における学校運営改善に向
けた相互作用の促進 等

学校管理職の在り方について

学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 「令和の日本型学校教育」において特に求められる能力 ―
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令和答申で示されたような様々な背景や経験をもった人材が学校現場に参画す
ればするほど、これらの人材をマネジメントする校長の役割は一層大きくなる。この
ような多様な学校組織・教職員集団をマネジメントする校長には、人材・資源・財
源・時間を十分確保する必要があることに加え、校長自身の学びを支援すること
も重要である。

その点、専門家など外部有識者からの学びのほか、校長同士の学び合いは、各
学校におけるマネジメント能力の向上に有効であり、全国的な校長研修を通じた
域内における伝達研修・協議や校長会等による自主的な研究・協議などが一層
促進されるべきではないか。

教育委員会や校長会等が行う研修会などの校長同士の学び合いの機会の充実
に加え、特に新任校長については、OJTにより自らの経験を振り返りつつ、域内の
ネットワークを活用した先輩校長からの日常的な支援やフィードバックがあることも
有効ではないか。いわゆる校長メンターとして、教職員支援機構が行う中央研修
に参加した校長を活用することも考えられるのではないか。

また、研修会などのOff-JTについては、講師として、現在、大量退職期にある経
験豊富な退職校長を活用したり、そのような退職校長が実務家教員として登用さ
れている教職大学院と教育委員会が連携協働して研修を実施したりするほか、学
校組織マネジメントの理論と実践を学ぶために組織開発を専門とする外部有識者
と協働して実践と振り返りを交えた継続的な研修を実施することなどが考えられる
のではないか。

校長のマネジメント能力の発揮を支援する環境整備
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（参考）継続的な協働型校長研修により実践定着を図る例

各学校で、校長を中心に、
組織開発による長時間労働是正を実践

集合研修を通じて
組織開発の推進者として
校長を育成する

出典）中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部会・初等中等教育分科会教員養成部会合同会議（令和３年６月28日）町支講師・中原
委員発表資料より
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（参考）継続的な協働型校長研修により実践定着を図る例

出典）中央教育審議会「令和の日本型学校教育」を担う教師の在り方特別部
会・初等中等教育分科会教員養成部会合同会議（令和３年６月28
日）町支講師・中原委員発表資料より

17



教師の持続的な成長を支える環境の在り方（まとめ）

【教師の持続的な成長を支える環境】
職場における心理的安全性が確保されつつ、多様な教職員同士の関わり
合いを軸に学校が直面する教育課題を克服する組織において、それぞれの
教師が「経験を振り返ることを基礎とした学び」と「他者との対話から得
られる学び」を蓄積

様々な背景や経験をもった全ての教師がそれぞれの強みや適性等を生か
して学校運営に参画する

【学校管理職の在り方】
管理職に求められる基本的な役割を果たす上で、従前より求められてい
る教育者としての資質や的確な判断力、決断力、交渉力、危機管理等のマ
ネジメント能力に加え、令和の日本型学校教育においては特に、様々な
データや学校が置かれた内外環境に関する情報について収集・整理・分析
し共有すること（アセスメント）や、学校内外の関係者の相互作用により
学校の教育力を最大化していくこと（ファシリテーション）が求められる

18



（参考）SWOT分析

19
出典）令和２年度「教職員等中央研修（NITSオンライン研修）」浅野良一兵庫教育大学教授「学校組織マネジメントの実践に向けて～学校の戦略マップをつくる～」講義資料
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

（２）学校のマネジメント機能の強化
学校が家庭，地域とも連携・協働しながら，一つのチームとして機能するように，学校のリー

ダーシップ機能や学校の企画・調整機能，事務体制を強化するとともに，学校に関わる全て
の職員がチームの一員であるという意識を共有する。
① 管理職の適材確保
ア 管理職のリーダーシップの在り方等
（校長のリーダーシップ発揮の在り方等）

校長は，学校の長として，リーダーシップを発揮するために，まず，子供や地域の実態を
踏まえ，学校の教育ビジョンを示し，教職員の意識や取組の方向性の共有を図ることが
重要である。
それに当たって，「チームとしての学校」における校長には，多様な専門性を持った職員を有

機的に結びつけ，共通の目標に向かって動かす能力や，学校内に協働の文化を作り出すこ
とができる能力などの資質が求められる。
また，学校の教育活動の質を高めるためには，校長の教育的リーダーシップが重要であ

り，教育指導等の点で教職員の力を伸ばしていくことができるような資質も求められている。
校長は，学校という組織で求められるマネジメントの能力と，組織一般で有効なマネジ

メントの能力をバランス良く身に付ける必要がある。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～

（参考）
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

あわせて，校長がリーダーシップを発揮し，複雑化・多様化した課題を抱える学校を変え，
学校の教育力を向上させていくためには，校長の補佐体制を強化することが必要である。例
えば，副校長の配置や，教頭の複数配置，事務長の配置など，校長の権限を適切に分
担する体制や校長の判断を補佐する体制の整備によって，管理職もチームとして取り組むこ
とが学校の改革のためには有効である。
さらに，校長が，自らの示す学校の教育ビジョンの下で，リーダーシップを発揮した学校運

営を実現できるよう，校長裁量経費の拡大等の学校の裁量拡大を一層進めるとともに*32，
保護者や地域住民等が学校運営に参画するコミュニティ・スクール等の仕組みを活用しつつ，
「チームとしての学校」の力を一層高めていくことも重要である。
加えて，校長が自らの教育理念に基づき，特色ある教育活動を推進することができるよう

にするためには，校長の同一校における在職期間の長期化を図るなど，人事異動の在り方
を見直すことも必要である。

*32 なお，学校裁量予算を導入している教育委員会は，都道府県で約４割，市区町村で約１割（教育委員会の現状に関す
る調査（平成２５年度間））であり，その取組の一層の促進が期待される。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～（つづき）

（参考）
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

（副校長，教頭のリーダーシップ発揮の在り方等）
教頭は，「校長（副校長を置く学校にあつては校長及び副校長）を助け，校務を整理し，

及び必要に応じ児童（生徒）の教育をつかさどる」職（学校教育法第３７条第７項等）
として設けられており，原則として，全ての学校に置くこととされている。
副校長は，「校長を助け，命を受けて校務をつかさどる」職（学校教育法第３７条第６

項等）として，平成１９年に制度化され，平成２７年４月現在，６７都道府県・指定
都市教育委員会のうち，４３の教育委員会において，３，６８７人が配置されている。
副校長は，教頭と同様，校長を補佐する職であるが，校務の一部を自らの責任で処理す
ることが想定されている職であることが，教頭とは異なっている。
副校長の配置状況を学校種別に見ると，公立の小学校（２０，３０２校）に１，７

６６人，中学校（９，６３７校）に９１４人，高等学校・中等教育学校（３，６４
２校）に７６３人，特別支援学校（１，０５６校）に２４４人となっている。
副校長及び教頭は，「チームとしての学校」において，教職員と専門スタッフ等の調整や人

材育成等の業務に当たることが期待されており，事務職員との連携や業務の見直し等により，
副校長及び教頭が力を発揮できる体制を整えることが重要である。
さらに，規模が大きい学校や課題を抱えた学校については，副校長又は教頭を複数配置

することも効果的である。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～（つづき）

（参考）
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

イ 管理職の養成
（管理職候補者の現状等）

管理職に適材を確保できなければ，学校の組織力・教育力も低下することは確実であり，
優秀な人材が管理職を目指すような取組が求められている。

しかし，近年，管理職選考の倍率の低下や，希望降任の増加など，管理職の魅力が
低下しているのではないかという指摘がある。また，都道府県によって違いはあるものの，３
０代半ばから５０歳までの教員数は，近年，減少しており，今後，管理職候補となる教
員の数が少なくなることが予想される。

このような状況の中，優れた管理職を養成していくためには，管理職の処遇の改善を進
めるとともに，管理職として優れた仕事をすることで自分の担任している子供たちだけでなく，
学校全体の子供たちの教育を改善できること，担任では改善できないことを改善できること
など，学校の管理職として仕事をすることの意義を教員に理解してもらうことが，まず重要で
ある。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～（つづき）

（参考）



24

学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

（管理職養成の課題等）
教育委員会は，校長に求められる資質・能力に基づき，将来，管理職として活躍するこ

とが期待される教員に，若いうちからマネジメント能力をつけさせるよう，計画的に教職大学
院や民間企業への派遣，教育委員会事務局での勤務，学校現場でのＯＪＴ等の経験
を積ませる必要がある。

その中で，学校現場におけるＯＪＴは重要な役割を果たしているが，例えば，年齢等に
とらわれず，適材適所で主任に充てるなど，教員の持っている良さや持ち味をより発揮でき
るような経験を積ませることにより，当該教員に，主任，主幹教諭，教頭という新たなス
テージに上がる資質・能力を育むことができる。その際，校長は，教員を育てるという意図を
持ち，必要に応じて，教員を支援することが重要である。

さらに，各自治体で教育センター等を活用して行われている管理職養成の取組に関する
情報共有も有効である。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～（つづき）

（参考）
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

ウ 管理職の選考・登用
（管理職選考の現状等）

管理職の選考試験においては，６７都道府県・指定都市教育委員会のうち４１教育
委員会が短答形式による筆記試験を導入し，６３教育委員会が小論文や作文による筆
記試験を行っているが，試験の問題作成に教育委員会が多くの時間を費やしているという
現状がある。

また，女性管理職の割合が，全職員に占める女性教員の割合に比べて低いことから*33，
女性管理職の登用が進むような方策を検討する必要がある。

*33 小学校，中学校，高等学校，中等教育学校，特別支援学校の教員のうち女性の教員の割合（数）は，４９．６％
（４８９，７１６人）となっている（平成２６年度学校基本調査）。一方，公立の小学校，中学校，高等学校，中等
教育学校，特別支援学校の管理職に占める女性職員の割合（数）は，校長１４．３％（４，７９７人），副校長１
９．８％（７２９人），教頭１６．５％（５，５５７人）となっている（平成２６年度公立学校教職員の人事行政状
況調査）。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～（つづき）

（参考）

（改善方策）
・教育委員会は，管理職の採用に当たって，人事評価の結果の分析や面接等に基づき，
管理職候補者が求められる資質・能力を有しているかどうか，丁寧に判断する。
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

エ 管理職の研修
（管理職研修の課題等）

教育委員会が実施している管理職研修の内容についても，校長に求められる資質・能力
に基づき見直しを進める必要がある。特に，「チームとしての学校」を実効あるものにしていくた
めに，教員や事務職員に加えて，専門スタッフで組織される学校を効果的に運営できるよう
なマネジメントを身に付けさせるための研修を取り入れていくことが重要である。

また，管理職研修の見直しを行うに当たっては，教職大学院をはじめとした大学と連携す
ることが考えられるが，研修の実施方法について，管理職が受講しやすいように工夫すること
が必要である。

チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について（平成27年12月21日中央教育審議
会答申）P46～（つづき）

（参考）

（改善方策）
・国は，教育委員会が実施する管理職研修の充実のため，プログラムの開発など必要な支援を行
う。

・教育委員会は，管理職研修の内容を見直し，ケーススタディやフィールドワーク等の手法を取り入
れることにより，管理職に具体的に学校を改善する能力や危機管理能力等を身に付けさせる。

・教職大学院において，管理職コースを設置することや，教育委員会との連携による管理職研修を
開発・実施することを検討する。

・教育委員会は，管理職研修を休日や夜間等に開催するなど，管理職研修の実施方法を工夫
し，より多くの管理職が研修を受けることができる方策を検討する。
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学校管理職（特に校長）に求められる資質能力
― 過去の中教審答申等から ―

（２）学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化
コミュニティ・スクールを核として地域とともにある学校づくりを一層推進するためには，各学

校が地域住民や保護者等に対する説明責任を果たし，地域の人々から一層信頼される学
校運営を進めていく必要がある。そのためには，これからの学校は，地域との関係を構築し，
地域の人々と一体となった取組を進めることができるマネジメント力を備える必要があり，学
校が組織としてのマネジメント力を最大限発揮できるよう，体制整備を図っていく必要がある。
この視点は，学校がチームとして教育力・組織力を向上させ，一人一人の子供の状況に応
じた教育を実現させる観点からも重要な視点である。

とりわけ，校長は，学校運営の最終責任者として，リーダーシップを発揮するために，
まず，子供たちや地域の実態を踏まえ，学校のビジョンを策定し，教職員のみならず，
地域住民や保護者等に対して，意識や取組の方向性の共有を図ることが重要である。そ
の上で，校長は，子供の育ちを軸に据え，地域住民や保護者等の力を学校運営に生
かし，地域との連携・協働を推進していく意識と能力を備えていくことが重要である。

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進
方策について（平成２７年１２月２１日中央教育審議会答申）P33～

（参考）
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― 過去の中教審答申等から ―

【推進のための具体的方策】

◆国は，地域とともにある学校の組織としての総合的なマネジメント力の強化を図るため，以
下の取組を一層推進する。

（教職員の養成・研修段階における方策）
・教員養成課程や教職員の研修（初任者研修，十年経験者研修，管理職研修，事務

職員研修等）において，地域とともにある学校づくりの視点が適切に反映されるよう，大学
と教育委員会との連携の下で，学校と地域の連携・協働を円滑に行うための資質を養成し
ていくこととし，教職課程においてその取扱いの充実を図るべく，関係法令及び教職課程の
編成に当たり参考とする指針（教職課程コアカリキュラム）の整備のための検討を進める。ま
た，独立行政法人教員研修センターが実施するマネジメント力向上のための研修プログラム
の充実（管理職層，ミドルリーダー層，学校事務職員）を図るとともに，各都道府県教
育委員会等が実施する教職員の研修機会・内容の充実を促し，必要な支援を行う。

新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推進
方策について（平成２７年１２月２１日中央教育審議会答申）P33～（つづき）

（参考）
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― 過去の中教審答申等から ―

（P.26）
○ 学校における働き方改革を進めていくためには，校長をはじめとした管理職のマネジメント

能力は必要不可欠である。そのために，各教育委員会等においては，管理職の育成に当
たって，教職員の組織管理や在校等時間の管理，労働安全衛生管理等をはじめとしたマ
ネジメント能力をこれまで以上に重視することが必要である。また，登用等の際にも，教師
や子供たちにとって重要なリソースである時間を最も効果的に配分し，可能な限り短い在校
等時間で教育の目標を達成する成果を上げられるかどうかの能力や働き方改革への取組状
況を適正に評価するとともに，そのマネジメント能力を高めていくため，働き方に関する研修
の充実を図り，学校の教職員の働き方を変えていく意識を強く持たせることが重要である。

（P.38）
○ このような観点から，学校が組織として効果的に運営されるためには，校長を中心とした

管理職が，学校運営の基本方針や経営計画を具体的かつ明確に示し，教職員の意識や
取組の方向性の共有を図るなど，管理職がリーダーシップをもって学校組織マネジメント75を
行っていくことが必要不可欠である。
75 学校組織マネジメントとは，管理職が教職員との連携協力の下，学校に関与する人たちのニーズに適応させながら学校の目標を

策定し，学校内外の能力・資源を開発・活用し，活動を組織化し評価改善を行う，自律的な過程と考えられているが，学校に
おける働き方改革に関しては，学校のビジョン・教育目標を実現していくために教育活動の重点化を図ること，校内の役割分担と
組織体制を整えること，学校外の資源・人材との調整・協働を促進することなどにより、教職員の長時間勤務を抑制する機能を有
するものとしてとらえることができる。

新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方
改革に関する総合的な方策について（平成31年1月25日中央教育審議会答申）

（参考）
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（P.42）
○ 「チームとしての学校」体制を踏まえた学校組織マネジメントの中心は，校長である。校長の

学校組織マネジメントに関しては，教職員の資質向上や労働安全衛生管理等が行われ，
結果として教育の質の向上につながるよう，人事評価や学校評価等も活用し，時間を軸
にした総合的なマネジメントが確立されるよう取り組むべきである。このため，各都道府県
教育委員会等は校長をはじめとした管理職について，教育公務員特例法第22条の３に
規定する「校長及び教員としての資質の向上に関する指標」において，学校組織マネジメ
ントの観点から求められる能力を明確化し，その能力の育成に努めるとともに，培われた能
力が十分に発揮されているかどうか適確に評価を実施することと併せて，同僚や部下，近隣
校の管理職等から状況を聴取した上で改善すべき点があれば本人にフィードバックするなどマ
ネジメント手法を改善する仕組みを設けることも積極的に進めるべきである。また，服務監督
権者である教育委員会等は，学校が抱える課題を校長と共有し，必要な情報提供を行う
等，校長とともに学校組織マネジメントの向上に取り組むことが求められる。

新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方
改革に関する総合的な方策について（平成31年1月25日中央教育審議会答申）

（参考）
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（P.25）
（２） 連携・分担による学校マネジメントを実現する
○ 学校が様々な課題に対処し，学校における働き方改革を推進するためには，従来型のマネジメ

ントの下，学校の有するリソースだけで対処するには限界がある。今般の新型コロナウイルス感染症
への対応を契機とした業務の見直しも含め校長のリーダーシップの下，組織として教育活動に取り
組む体制を整備することが必要である。その際，校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化を
図るとともに，学校内，あるいは学校外との関係で，「連携と分担」による学校マネジメントを実現
することが重要となる。

○ 学校内においては，教師とは異なる知見を持つ外部人材やスクールカウンセラー，スクールソー
シャルワーカー等 の専門スタッフなど，多様な人材が指導に携わることができる学校を実現すること
が求められる。また，事務職員が校務運営に参画する機会を一層拡大し，主体的・積極的に財
務・総務等に通じる専門職としての役割を果たすことが期待される。さらに，教師同士の関係にお
いても，校長のリーダーシップの下，教師が担う業務の適正化や，校内の各種委員会の整理・統
合等の学校の組織体制の在り方を見直すこと，主幹教諭，指導教諭をはじめ，経験豊富で専
門性の高いミドルリーダーとなる教師がリーダーシップを発揮できるような組織運営を促進することを
通じて，教師が子供としっかりと向き合い，教師本来の業務に専門性を発揮できるようにするととも
に，学級担任，教科担任 養護教諭，栄養教諭や部活動顧問等の役割を適切に分担し，学
校組織全体としての総合力を発揮していくことが求められる。

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適
な学びと， 協働的な学びの実現～（令和3年1月26日中央教育審議会答申）

（参考）
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（P.92）
今後更に検討を要する事項

「令和の日本型学校教育」の実現を目指していく上では，本答申を踏まえ，知・徳・体のバ
ランスのとれた資質・能力の育成に向け，引き続き状況を注視し，取組を進めていく必要があ
る。また，特に以下に挙げる点については，今後も改革に向けた検討が重要であるとの指摘が
なされており，引き続き検討を深めつつ，方向性が定またものについては速やかに実施する必
要がある。

・ GIGAスクール構想により整備されるICT環境の活用と，少人数によるきめ細かな指導体制
の整備を両輪として進め，個別最適な学びと協働的な学びによる「令和の日本型学校教
育」を実現するための，教職員の成・採用・研修等の在り方

・ 校長を中心に学校組織のマネジメント力の強化が図られ，自主的・自立的な取組を進め
る学校を積極的に支援し，社会の変化に素早く的確に対応するための教育委員会の在り
方，特に，教育委員会事務局の更なる機能強化や，首長部局との連携の促進，外部
人材の活用等をはじめとする社会との連携等を含む教育行政の推進体制の在り方

「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き出す，個別最適
な学びと， 協働的な学びの実現～（令和3年1月26日中央教育審議会答申）

（参考）


